
 

 

「この秋、千葉がアツい！還元額４０億円相当！！ 
キャッシュレス決済で最大１０％戻ってくるキャンペーン」の実施について 

 
 
 

 

１ キャンペーンの概要 

（１）キャンペーン期間 
令和４年１１月１日（火）～１１月３０日（水） 
※キャンペーン期間内であっても、還元額上限（４０億円）に達する見込みとなった場合は、

キャンペーンを早期に終了することがあります。 

（２）ポイント還元対象者 
対象キャッシュレス決済の利用者（県内在住・在勤を問いません） 

※対象キャッシュレス決済のアプリのダウンロード・利用登録が必要です。 

※すでに対象キャッシュレス決済をご利用中の方はお手続き不要です。 

（３）対象キャッシュレス決済 
「ａｕ ＰＡＹ」、「ｄ払い」、「ＰａｙＰａｙ」、「楽天ペイ」 

       ※対象店舗により、対応できる決済手段は異なります。 

（４）ポイント還元率・付与上限額 
① 還元率  

支払金額の最大１０％ 
※市町村等で同じ決済サービスを用いたポイント還元キャンペーンを同時期に    

実施している場合、併用して適用となることがあります。 

 

② 付与上限額  
・期間当たり５，０００円相当（１決済事業者当たり） 
・１回当たり３，０００円相当 
※ポイント付与時期・有効期限は、各決済事業者によって異なります。 

 
（５）対象店舗 

県内に所在し、対象キャッシュレス決済を導入している店舗 
※小売店、飲食店、サービス業など幅広い店舗が対象となります。 

飲食店は、「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」及び「千葉県飲食店感染防止基本対策

確認店」を対象店舗とします。 

※一部対象外となる店舗、商品・サービスがあります。 

※対象店舗には、キャンペーン期間中にチラシ・ステッカー等を掲示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 県では、県内の消費を喚起し、県内事業者の皆様の支援につなげるため、      
対象キャッシュレス決済を使って、県内の対象店舗を利用した方に、お支払い金額の  
最大１０％をポイント還元する「この秋、千葉がアツい！還元額４０億円相当！！   
キャッシュレス決済で最大１０％戻ってくるキャンペーン」を実施します。 

（チラシ等のイメージ） 



 

２ キャンペーン特設サイト【令和４年９月５日（月）午前０時開設】 

   URL： https://chiba-cashless-campaign.jp 
  ※詳細は順次、ご案内予定です。 

 
３ コールセンター【令和４年９月５日（月）午前９時開設】 
（１）名  称 千葉県キャッシュレスポイント還元事務局 
（２）電話番号 ０４３－３７７－６２８６ 
（３）受付時間 午前９時から午後６時まで（土・日・祝日含む） 
 
４ 事業者向け説明会 

対象キャッシュレス決済の導入を検討されているが、導入の仕方が分からないという     
事業者様向けの説明会を開催します。 

（１）日程等 

   ・令和４年９月９日（金）午前・午後（二部制） 
・オンライン開催 

※参加方法などの詳細は、上記２のキャンペーン特設サイトをご確認ください。 

（２）対  象 
    ａｕ ＰＡＹ・ｄ払い・ＰａｙＰａｙ・楽天ペイの決済サービス未加盟店舗 等 

（３）内  容 
    キャンペーンの説明、決済サービス導入手続きの説明 等 

    

 


